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議案第６６号 

幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例 

幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例第５号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

第７条の次に次の１条を加える。 

（フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第７条の２ 任期の定めが６月以上のフルタイム会計年度任用職員については、給

与条例第１７条の７の規定を準用する。 

２ 前条第２項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給につい

て準用する。 

第１６条の次に次の１条を加える。 

（パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第１６条の２ 任期の定めが６月以上のパートタイム会計年度任用職員（１週間当

たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条に

おいて同じ。）については、給与条例第１７条の７の規定を準用する。この場合

において給与条例同条第２項第１号中「基準日現在(退職し、又は死亡した職員に

あつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべ

き扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「基準

日（退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日。次項にお

いて同じ。）以前６月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間に

おける報酬の１月当たりの平均額と、同条第３項中「基準日現在において職員が

受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、

「基準日以前６月以内の在職期間における報酬の１月当たりの平均額」と読み替

えるものとする。 

２ 前条第２項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給につい

て準用する。 

 附則を附則第１項とし、附則に次の１項を加える。 
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 （令和５年１２月に支給する期末手当の特例） 

２ 第７条第１項及び第１６条第１項の規定により準用することとされている会計

年度任用職員に対する令和５年１２月の期末手当の支給については、幸手市職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和５年条例第 号。以下この項に

おいて「改正給与条例」という。）第１条の規定による改正前の幸手市職員の給

与に関する条例第１７条の４第２項の規定は、改正給与条例第１条の規定の施行

後も、なおその効力を有する。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

会計年度任用職員給料表 

職務の級 １級 ２級 

号給 給料月額 給料月額 

１ １６２，１００ ２４０，９００

２ １６３，２００ ２４２，４００

３ １６４，４００ ２４３，８００

４ １６５，５００ ２４５，２００

５ １６６，６００ ２４６，４００

６ １６７，７００ ２４８，０００

７ １６８，８００ ２４９，５００

８ １６９，９００ ２５０，９００

９ １７０，９００ ２５２，０００

１０ １７２，３００ ２５３，４００

１１ １７３，６００ ２５４，９００

１２ １７４，９００ ２５６，２００

１３ １７６，１００ ２５７，５００

１４ １７７，６００ ２５８，７００

１５ １７９，１００ ２５９，９００

１６ １８０，７００ ２６１，１００

１７ １８１，８００ ２６２，３００
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１８ １８３，２００ ２６３，６００

１９ １８４，６００ ２６４，９００

２０ １８６，０００ ２６６，２００

２１ １８７，３００ ２６７，６００

２２ １８９，６００ ２６９，１００

２３ １９１，８００ ２７０，７００

２４ １９４，０００ ２７２，２００

２５ １９６，２００ ２７３，８００

２６ １９７，９００ ２７５，５００

２７ １９９，４００ ２７７，１００

２８ ２００，９００ ２７８，７００

２９ ２０２，４００ ２８０，３００

３０ ２０３，８００ ２８１，８００

３１ ２０５，２００ ２８３，３００

３２ ２０６，６００ ２８４，８００

３３ ２０８，０００ ２８５，９００

３４ ２０９，７００ ２８７，５００

３５ ２１１，４００ ２８９，０００

３６ ２１２，９００ ２９０，５００

３７ ２１４，４００ ２９１，９００

３８ ２１６，２００ ２９３，５００

３９ ２１７，９００ ２９５，１００

４０ ２１９，６００ ２９６，７００

４１ ２２１，１００ ２９８，２００

４２  ２９９，８００

４３  ３０１，３００

４４  ３０２，８００

４５  ３０４，４００

４６  ３０６，０００
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４７  ３０７，６００

４８  ３０９，１００

４９  ３１０，０００

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条第１項の改正規定、第７条

の次に１条を加える改正規定、第１６条の次に１条を加える改正規定及び別表の改

正規定は、令和６年４月１日から施行する。 

  令和５年１１月３０日提出 

幸手市長 木 村 純 夫 

提 案 理 由 

地方自治法の一部改正に伴う会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給に関する

規定の追加、会計年度任用職員の期末手当の特例及び人事院勧告を踏まえた会計年

度任用職員の給料表の改定をしたいので、この案を提出するものである。 


